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住宅部品ＶＯＣ表示ガイドライン 

 

 

１． 背景および目的 

シックハウス問題の高まりにより、シックハウス対策の一環として建築基準法の改正が平成 

１４年７月の国会審議を経て成立した。「ホルムアルデヒド発散建築材料」が規定され、住宅部

品／設備機器・建具・収納についても、ホルムアルデヒド発散に関する統合的表示方法の統

一化を図り、現場での確認が円滑に且つ容易に行われることを目的に、住宅部品表示ガイド

ラインを平成１５年３月に制定した。 

一方、国土交通省が行った室内空気中の化学物質濃度の実態調査（平成１２年度～１７年

度）では、４つの揮発性有機化合物（ＶＯＣ）（トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン）に

対する厚生労働省基準値超過住宅の存在割合は、年々減少傾向にあり、平成１７年度には

１％を下回っている状況にある。 

建材からのＶＯＣ放散速度基準化研究会（委員長：村上周三 慶應義塾大学教授、事務局：

財団法人建材試験センター）は、「建材からのＶＯＣ放散速度基準」を平成２０年４月に制定し、

居室に使用される建材を対象とした４つのＶＯＣの放散速度基準を提示した。 

しかしながら、各種建材からのＶＯＣの放散については試験法ＪＩＳにより測定できるものの、

測定結果の判断基準がない状態にある。 

シックハウス対策の建築基準法に対応した住宅部品表示ガイドラインを基軸におき、法規

制ではなく業界の自主的な取組として、関連業界と協力し、ＶＯＣ放散速度基準への適合性に

ついて分かりやすく表示することを目的に、住宅部品／設備機器・建具・収納に使用される木

質建材に関する住宅部品ＶＯＣ表示ガイドラインを制定するものである。 

 

２． 対象とする性能 

住宅部品／設備機器・建具・収納の木質建材に係わる４つのＶＯＣ（トルエン・キシレン・エ

チルベンゼン・スチレン）放散性能。 

 

 



３． 対象とする製品の範囲 

住宅部品／設備機器・建具・収納に使用される、５団体の会員企業が製造・販売等を行う木

質建材。具体的には、以下の製品例が考えられる。 

キッチン、洗面化粧台、カップボード、内装ドア（引戸・折戸を含む）、開閉式間仕切り、 

クローゼット扉、据置収納、玄関収納、掘りこたつ、天井収納用梯子、屋内階段 など 

 

４． 製品のＶＯＣ放散性能表示方法 

建材から放散するＶＯＣの自主表示に関する検討会（事務局：社団法人日本建材・住宅設

備産業協会）が平成２０年９月に制定した「建材からのＶＯＣ放散速度基準に関する表示制度

運用に係わる基本的事項」に準拠する。 

[性   能]              [表示方法] 

ＶＯＣ放散速度基準適合建材       ４ＶＯＣ基準適合 

※「４ＶＯＣ基準適合」は商標として登録されている。 

 

５． 製品のＶＯＣ放散性能表示の判断基準 

構成する木質建材のうち、当該製品が取付された時、室内側に面する材料(「内装の仕上

げ」に使用された材料)を『内装仕上部分』とよぶ。また、箱物（収納等）の内部、建築物に接す

る裏面など、室内に面さない部分に使用する材料は平成１５年国土交通省告示第２７４号で規

制を受ける「天井裏等の下地」に該当するものとし、『下地部分』とよぶ。 

構成する木質建材のＶＯＣ放散性能を６．に示す根拠により材料ごとに判定し、全て基準に

適合した場合、表示できる。なお、『内装仕上部分』のみ基準に適合している場合は、８．に示

す方法で表示する。 

その際には、軸状の部分、見付面積が製品見付面積の1/10に満たない部分、木口、室内

に面さない部分（芯材等）、部分的に用いる塗料・接着剤等は対象としない。 

※「内装の仕上げ」とは、建築基準法施行令第２０条の７第１項に準じ、「居室の壁、床及

び天井ならびにこれらの開口部に設ける戸その他の建具の室内部に面する部分の仕

上げ」とする。 

 

６． 木質建材のＶＯＣ放散性能判断のための根拠 

「建材からのＶＯＣ放散速度基準に関する表示制度運用に係わる基本的事項」に掲げられ

る「ＶＯＣ証明・表示規程 策定団体」の表示制度等を根拠とする。 

木材（無垢材）及び一次加工品：「木質建材からのＶＯＣ証明・表示研究会」報告書 

接着剤：日本接着剤工業会登録 

化粧シート：印刷工業会登録 

化粧板：日本繊維板工業会登録，（社）日本建材・住宅設備産業協会登録，全国天然木化

粧合単板工業協同組合連合会登録，日本プリント・カラー合板工業組合登録 等 

塗料等（業界等において登録表示制度が整備されていない資材）：ＭＳＤＳ又はメーカー等

による証明書（４ＶＯＣの配合のないことが確認できるもの）等 

化粧板等：ＶＯＣ放散速度測定報告書（自社測定結果も可とする） 

※一次加工品とは、合板、集成材、ボード類等、木材と接着剤だけを用いて製造したもの。 

 



７． 製品のＶＯＣ放散性能に係わる製造者等の判定責任と品質管理 

「住宅部品ＶＯＣ表示ガイドライン」の運用については、５団体（（社）日本建材・住宅設備産

業協会、（社）リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合単板工業協

同組合連合会、日本プリント・カラー合板工業組合のいずれか）に所属する会員企業である製

造者等（販売・輸入している者を含む、表示を行う者）が自らの責任によって運用することとな

る。よって、ＶＯＣ放散速度基準の判断の根拠となる構成材料に関する業界団体の表示制度

への登録証又は同等の性能を有する客観的証拠について、製造者等は管理規程を設け、製

造番号などの製品等に表示される記号から構成材料を照合できる品質管理体制を整え、記

録を製造後最低５年間保管する。また、設計者・一般ユーザー等から開示請求があった場合、

誠意のある対応を行う。 

 

８． 表示 

８－１． 表示内容 

次の７項目を表示する。なお、構成要素である接着剤、化粧シート、塗料等も含めて、化粧

板として表示する。 

 

1) 製品名称 

2) 製造者等名称 

3) ４ＶＯＣ放散性能（『４ＶＯＣ基準適合（木質建材）』を表記する。なお、内装仕上部分のみ基

準適合している場合は、『４ＶＯＣ基準適合（木質建材）』の後に、 内装仕上部分 を表記す

ること。） 

4) 住宅部品ＶＯＣ表示ガイドラインに基づく旨の記述 

5) 製造番号など（構成材料の照合ができる記号） 

6) 問合せ先 

7) ４ＶＯＣがトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの４物質を示す旨（注釈でも可） 

 

８－２． 表示方法 

これらの事項は一括して表示される必要はないが、製品又はカタログ、ホームページ等で

容易に確認できるものに表示することとする（別紙参照）。また、ホルムアルデヒドの住宅部品

表示ガイドラインとの併記も別枠を条件として可とする（併記した場合、1)・2)・5)・6)項は除くこ

とができる）。 

 

９．施行 

平成２２年８月１日より施行するものとする。 

 

１０．本ガイドラインの改定について 

（社）日本建材・住宅設備産業協会、（社）リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全

国天然木化粧合単板工業協同組合連合会、日本プリント・カラー合板工業組合のいずれかの

発案により、５団体で審議し、改定することとする。 

 

以上 



 

表示例 1) 住宅部品表示ガイドライン（Ｆ☆☆☆☆）と併記の場合 

株式会社 ○○○○
TEL ****-****-** FAX ****-****-**

問合せ先

2.下地部分
PB F☆☆☆☆
MDF   F☆☆☆☆
合板 F☆☆☆☆
接着剤 F☆☆☆☆

1.内装仕上部分
PB F☆☆☆☆
MDF F☆☆☆☆
合板 F☆☆☆☆
接着剤 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒ
ド発散材料区分
詳細

○○－△△△△－×××製造番号

住宅部品表示ガイドラインによる表示ルール

F☆☆☆☆
ホルムアルデヒ
ド発散区分

株式会社 ○○○○製造企業名

○○化粧台商品名

住宅部品ＶＯＣ表示ガイドラインによる表示ルール

４ＶＯＣ基準適合（木質建材）ＶＯＣ放散性能

※4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
 

 

表示例 2) 住宅部品表示ガイドライン（Ｆ☆☆☆☆）と併記し、内装仕上部分のみ基準適合して

いる場合 

株式会社 ○○○○
TEL ****-****-** FAX ****-****-**

問合せ先

2.下地部分
PB F☆☆☆☆
MDF   F☆☆☆☆
合板 F☆☆☆☆
接着剤 F☆☆☆☆

1.内装仕上部分
PB F☆☆☆☆
MDF F☆☆☆☆
合板 F☆☆☆☆
接着剤 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒ
ド発散材料区分
詳細

○○－△△△△－×××製造番号

住宅部品表示ガイドラインによる表示ルール

F☆☆☆☆
ホルムアルデヒ
ド発散区分

株式会社 ○○○○製造企業名

○○化粧台商品名

住宅部品ＶＯＣ表示ガイドラインによる表示ルール

４ＶＯＣ基準適合（木質建材） 内装仕上部分ＶＯＣ放散性能

※4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
 

 

表示例 3) 住宅部品ＶＯＣ表示ガイドラインのみの表示の場合 

 

1) 商品名：○○化粧台 

2) 株式会社 ○○○○ 

3) ４ＶＯＣ基準適合（木質建材） 

4) 住宅部品ＶＯＣ表示ガイドラインによる 

5) ロット番号、製造年月日など 

6) ○○－○○○○－○○○○（電話番号など） 

7) ４ＶＯＣとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの４物質を示しています。 

別紙 



制定・改廃履歴 

年月日 理由 内容 

H21.06.01 制定  

H22.08.01 団体の追加 ３，６，７，１０項 

全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会、日

本プリント・カラー合板工業組合の追加。 

 

   

 

 


